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 １．開  会 

 ２．会長挨拶 

 ３．報告事項 

   ・ 「なまら便利なバスマップ」の増刷について 

   ・ バス路線維持方策の検討結果について 

 ４．議  事 

   ・ 協働の枠組みについて 

   ・ これまでの審議内容の整理について 
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 ５．閉  会 
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１．開  会 

 

事務局紙谷 ： 皆さんおはようございます。定刻には若干早いのですが、皆さんお集ま

りでございますので、ただいまから札幌市総合交通対策調査審議会第８

回を開催いたします。 

 皆様には、大変お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありが

とうございます。 

 事務局を担当いたします市民まちづくり局総合交通計画部長の紙谷で

ございます。本日はよろしくお願いいたします。この後、座って御説明

させていただきます。 

 初めに、本日の審議会の開催までの経過について御説明いたします。 

 ３月に開催されました第７回審議会以降、専門部会が５月１１日に開

催されており、そこで御審議いただいた内容を取りまとめ、本日御案内

をさせていただいております。 

 審議に入ります前に、まず、このたびの人事異動に伴いまして、当審

議会の参与に変更がございましたので、この場をおかりして御紹介させ

ていただきます。 

 新たに参与になられた方でございますが、亀谷参与にかわりまして、

北海道企画振興部新幹線・交通企画局長の大杉参与。田中参与にかわり

まして、北海道石狩支庁地域振興部長の松橋参与でございます。残り短

い期間ではございますが、前任の方々同様よろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員の出欠の状況を御報告いたします。 

 本日は、１８名の委員のうち１７名の委員が出席となってございま

す。今井委員につきましては、所要のため欠席でございます。 

 参与でございますが、北海道運輸局企画振興部長の長谷川参与、松橋

参与につきましては、所要のため欠席ということでございます。北海道

運輸局自動車交通部長の二井田参与につきましては、所要のため、古屋

旅客第一課長の代理出席、大杉参与につきましては、所要のため、瀬戸

交通企画課長の代理出席となってございます。 

 次に、お手元に配付してございます資料の確認をさせていただきま

す。 

 本日お配りした資料といたしましては、全部で６点でございます。 

 まず、Ａ４版１枚ものの用紙でございますが、会議次第、審議会委

員・参与名簿、座席表の３枚を御用意してございます。 

 次に、Ａ４の冊子でございますが、｢バス路線維持方策の検討結果につ

いて－報告－」という冊子。それから、資料１といたしまして、Ａ４の

冊子で「協働の枠組みについて」。右肩の方に資料２といたしまして、

同じくＡ４の冊子で、｢これまでの審議内容の整理について」。Ａ３の１

枚ものでございますが、右肩に資料３といたしまして、｢これまでの審議

内容の整理について」を御用意してございます。 
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 以上でございます。 

 このうち資料１、資料２、資料３につきましては、事前に送付させて

いただきましたものに、細かい部分について追加、訂正したものでござ

います。資料に過不足はございませんでしょうか。 

 

 

２．会長挨拶・事務局お知らせ 

 

事務局紙谷 ： それでは、審議に入ります前に、まず、佐藤会長からごあいさつお願い

いたします。 

 

佐藤会長  ： 皆さんおはようございます。 

 この札幌市総合交通対策調査審議会が、そろそろ詰めの時期を迎えて

おりまして、本日にいろいろ議論されることを踏まえまして、予定とし

ましては、起草委員会で答申書を作成していただき、そして最後の第９

回の審議会で、それらのことについて最終的な承認をするという、そう

いうステージになっております。そういう点で、実質の議論は今日が最

後になるかもしれません。そういうことで、これまで非常に活発な、ま

た、有意義な御意見をいただいたことに関しまして、心からお礼を申し

上げたいと思います。 

 まとめをこれからするに当たりまして、最初、頭の整理だけしていた

だきたいということで、会長あいさつとしては異例でありますが、流れ

を私の方から説明したいと思います。 

 資料の２をごらんください。資料の２の２ページ目に、全体の流れの

位置づけがあります。この総合交通対策調査審議会では、一次答申を昨

年やっておりまして、その一次答申を受けまして、行政の方は、バス路

線維持方策検討委員会というのをつくって、具体的な維持方策について

作業を進めてきております。これは、総交審、私たちの審議会の答申を

受けてつくられた組織であり、そして、その委員会ではどういうことを

議論したかということを、この後すぐに報告を受けることになっており

ます。 

 これは、本来は最終答申が出た後にこういう組織がつくられていくの

が順序なのですが、行政的には、先取りしたいということで、一次答

申、中間答申の形でその作業を進めております。ですから、皆さん方が

バス事業に関しましては、路線の維持方策に関しての、より具体的な組

織をつくって、基準をつくりなさいという非常に大事な決定をいただく

ことになります。 

 それを受けまして、本年度は、もっとバスを使いやすくするにはどう

したらいいかとか、また、もっと市民と行政が協働して、バスを使うた
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めのあり方はどうすべきかということが、本年度の議論のテーマになり

ます。 

最終答申は、一次答申及び、ことしいろいろと議論したことを踏まえ

て、まとめていただくという形になっておりまして、一次答申が出たこ

とをもう一度思い返してほしいということが、今日、私の最初のあいさ

つであります。そういう位置づけで、今日の会議、報告を聞きますと、

私たちがこれまでやってきたことと、それから、バス事業に関して、将

来における憲法といいますか、基本方針をしっかりと固めることができ

るかと思います。そういうことで、今日もまたよろしく御審議お願いし

たいと思います。 

 

事務局紙谷 ： ありがとうございました。 

 

 

３．報告事項 

 

事務局紙谷 ： それでは、続きまして、会議次第の３のところにございます、報告事項

が２点ございます。 

 １点目といたしまして、以前この審議会でも報告いたしました「なま

ら便利なバスマップ」の増刷についての報告をいたします。 

 ２点目といたしまして、今、佐藤会長のごあいさつにもございました

「バス路線維持方策の検討結果」についてでございますが、途中段階の

ものを第６回の審議会の中で御報告しておりますが、その後、最終的な

ものに組み立てをいたしましてので、その内容について、事務局の中塚

から２点御報告いたします。 

 

事務局中塚 ：市民まちづくり局総合交通計画部公共交通担当課長の中塚でございます。

よろしくお願い申し上げます。着席にて御説明をさせていただきたいと

思います。 

 それではまず、｢なまら便利なバスマップ｣の増刷について御報告させ

ていただきたいと思います。 

 昨年度、本審議会の委員であられます秋江委員、松本委員がメンバー

となっております交通倶楽部ゆうらん、これが札幌市で行っております

「元気活動プロポーザル事業」の委託を受けて作成をしていただきまし

た「なまら便利なバスマップ」、皆さんも御存じのとおり、大変御好評

をいただいておりまして、当初作成いたしました１万部が既に在庫切れ

になっているというお話でございます。 

 本市といたしましても、非常にわかりやすい、しかも使いやすい、こ

ういう公共交通の実現のために、市民の関心が高くて、使い勝手のよい
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このマップを増刷することといたしまして、取り急ぎ、今の版に修正を

加えまして、６月の末から７月上旬ぐらいになろうかと思いますけれど

も、増刷の配本を目指して、ゆうらんの皆様とともに作業を行っている

ところでございます。 

 なお、引き続きの発行につきましては、今後また検討していきたいと

考えているところでございます。 

 「なまら便利なバスマップ」については、以上でございます。 

 続きまして、バス路線の維持方策の検討結果についてという御報告を

させていただきます。 

 先ほど佐藤先生からお話ありましたように、このバス路線維持方策に

つきましては、当初、この審議会におきまして、バスのあり方、ネット

ワーク論というものを先に優先して行った上でというものであろうかと

思いますけれども、現実的に差し迫った問題として、バスをどう維持し

ていくかと、こういうような問題を先に御審議いただきまして、第一次

答申で方向性をいただいたところでございます。 

 その第一次答申の方向性をいただく中で、検討委員会を立ち上げまし

て、そして検討してまいりました。先ほど紙谷の方からお話しいたしま

したように、第６回の審議会で一度報告しておりますが、本日は、その

仕組み、考え方についての結果報告を申し上げたいと思います。 

 それで、資料でございますが、お手元に冊子があろうかと思います。

１枚目は、バス路線の必要性、判断の流れということで、バス路線を維

持するかどうかを判定する部分を中心に資料を構成しております。 

 ２枚目には、補足説明資料、そして３枚目には、国、道という、先行

して設けております補助制度との比較をするとともに、審議会の意見・

指摘事項がどのようなところに反映しているのかというをわかる形の資

料構成にしてございます。 

 それで、バス路線の維持方策の御説明でございますけれども、もとも

と補助の要否判定の部分というのは、これも全体の維持方策の中の一部

でございますけれども、基本的に、こちらの前段といたしましては、当

然バスの路線が廃止されるというような状況では、どのような形で事業

者の工夫等による維持の可能性ができるのかとか、あるいは再編、ある

いは効率化というようなことで、何とか維持できないかというような事

前の協議なども実際にはございますし、また、どうしてもその上でバス

路線が退出ということになりますと、地域協議会へ申し入れをして、実

際にバスの運行をどうしようか、事業者を選定しなければならないとい

うような実際の手続もございますが、本日は、その中でも、第一次答申

の趣旨を踏まえまして、どのようなバス路線を維持していくのか、その

必要性についての説明を中心にさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず１枚目から御説明をさせていただきます。 

 まず、先ほど申し上げましたように、最初に、そういった流れの中
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で、札幌市の方で補助のフローに流すような形でフローチャートをつ

くっております。 

 一番最初に考えなければならないのは、本市の補助制度の検討対象と

なるかどうかというところでございますけれども、①の菱形のところで

ございますが、札幌市の補助を検討する対象とするのかどうか、補助制

度適用の上限・下限を設定いたしました。これは、運行回数で判断いた

しまして、１日３往復から３０往復以内の路線について補助の必要性を

検討いたします。ここの考え方には、資料の右側の赤い枠にも記載がご

ざいますけれども、事業者の努力により維持を図るべきという考え方が

一つ上限としての考え方がございます。 

 それで、次のページをおめくりいただきたいのですけれども、補足の

説明資料がございます。補助対象上限の考え方のところでございますけ

れども、まず、上限の部分でございますけれども、運行回数が多い路線

というのは、やはり利用が多くて、かなりの収入が見込まれる。また、

事業者の努力により維持すべき路線であると考えた場合に、運行回数の

変更により効率化などの改善も期待できると、こういうようなこともご

ざいます。また、実際の市内の平均的な運行回数などとの比較もしまし

て、３０往復という形にさせていただいております。 

 下限につきましては、こちらは、札幌市内で実際に３往復未満の路線

というのは、曜日限定便など非常に特殊な路線でございまして、地域の

足としての役割を担っているとは言いがたい路線が多いと。その場合、

国においても生活に必要なバス路線の運行回数は３往復以上と定めてお

りますので、そういうようなところから、考え方を整理したところでご

ざいます。これを下の方にまとめておりますけれども。 

 もう一度１ページのところへ戻っていただきますが、次に、補助検討

の対象となった路線については、次の青い菱形のところへ流れてまいり

ます。説明が前後いたしましたが、赤い部分というのは、今回御説明す

る部分。青い部分につきましては、前回、第６回で、一旦御説明をして

おりますけれども、あわせて御説明をいたします。 

 第一次答申の方で御指摘のありました、実は、代替性、機能性、需要

量、この三つの視点で総合的に判断をするのが適当であるという考え方

によりまして、まず、②の菱形のところですが、ほかの路線で置きかえ

られるかどうかという判断をさせていただきます。 

 そして、代替性、機能性というところから、維持できない路線がほか

の路線で置きかえられるかどうかということを検討いたしまして、維持

困難路線の行き先や機能などをかわって確保することが可能な路線がほ

かにある場合は、左側の矢印に流れ込みまして、補助は必要ないであろ

うという考え方になります。 

 しかし、ほかの路線で置きかえられない場合、こういった場合には、

次の三つ目のステップ、菱形のところでございますが、ほかの路線で置
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きかえられないことで発生が予想されます空白区間、本当に地域の人が

そこを利用されているのか、沿線の需要があるのかどうか、そういった

需要量から必要性を判断するという流れをしております。 

 ちなみに、考え方といたしましては、バス停周辺の住民に対する利用

率、利用者数という絶対数ではなくて、利用率で考えたところでござい

ます。 

 以上の判断を踏まえまして、最終的に、どうしても維持が必要とされ

た路線につきましては、本市として助成制度の適用を図りまして、１年

間運行してもらった後、その実績とデータをもとに、翌年度、当該路線

の収入と経費を把握いたしまして、その差額を算出いたしまして、赤字

認定をして補助金を交付する流れと、このようになります。 

 そこで、次に、もう一度２ページになりますけれども、補助金の認定

部分について説明をいたしますが、国や道の補助制度も同じでございま

すけれども、まず第１に、路線に対する補助でございますので、路線ご

とに収支を見ていく考え方でございます。そして、赤字の場合に補助を

行うわけですが、経費の配分の考え方は、事業者ごと、路線ごとに違う

ものですから、これは、基準となる標準的な費用、基準原価というのを

設定してございます。 

 図をごらんいただきますと、経費については、まず一定の部分で配分

した経費Ａと、基準原価による経費Ｂ、こちら両方を出しまして、Ａと

Ｂのうち低い方を経費として認定をいたします。これと収入の差が赤字

という場合に補助の対象にすると、こういう考え方でございます。 

 一番下に、基準原価の考え方という欄がございますけれども、国など

の制度は、これは複数の市町村にまたがる幹線道路を対象とした基準原

価でございまして、南北海道と北北海道の両地域ごとに基準原価が設定

されております。 

 しかし、本市の場合は、市街地あるいは郊外型などいろいろと運行効

率が大きく異なる路線が混在しておりますので、地域一律ではなく、各

路線の特性を反映するような形で路線ごとに基準原価を設定するという

考え方をとってございます。 

 最後に、また１ページ目に戻りますけれども、以上のような補助につ

きましては、今後も維持効果の検証を行いながら、維持方策は随時必要

な見直しを行っていくという考え方でございます。 

 最後に、３ページ目でございますが、札幌市の補助制度と、国や道の

補助制度との比較でございます。 

 基本的には、札幌市の制度も国や道と同様でございますけれども、市

内にネットワークが構築されております札幌の都市部という特殊性か

ら、一部独自のものになってございます。表中、左側の方ですが、黄色

い色のついた項目が本市の特殊性から留意すべき部分ということで、総

交審から御意見をいただいたところでございます。 
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 国や道の制度との大きな違いといいますのは、国・道の制度というの

は、先ほど申し上げましたように、複数の市町村にまたがるような幹線

道路を対象にしておりますので、輸送量という尺度で実は判断している

ところでございますけれども、本市は、都市部という特殊性で、単純に

輸送量のみでは判断できないということから、第一次答申で言われまし

た代替性や機能性、需要量、先ほど御説明しましたような視点で補助要

件を設けているところでございます。 

 それと、経費の部分につきましても、先ほど御説明いたしましたが、

国の制度も市も基準原価を設定しておりますけれども、この経費につい

ても、国・道の場合は、多くの路線ごとにそんなに効率性に差がござい

ませんけれども、本市は、道路の混雑などいろいろな特殊な状況があり

ますので、路線ごとに経費のかかり方もかわります。そこで、それぞれ

の路線ごとに基準原価を設定している、こういったところが大きな違い

になっているところでございます。 

 また、国が毎年のように制度の詳細を改定しておりますが、本市の制

度につきましても、先ほど申し上げましたように、運用しながら検証を

あわせて行い、必要な見直しを行っていく考えでおります。 

 以上で御報告を終わります。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 ただいまの流れでありまして、先ほどのあいさつでも言いましたよう

に、私たちの審議会では、バス事業者がどうしてもこのバス路線は維持

できない、だから撤退したいという申し出があったときに、その申し出

をそのまま受け入れるか、または、行政が補助金を出しても維持するか

ということの基準を決めるべきだという答申をしたわけです。 

 具体的に今のような形で数字が出てきました。それで、大事なこと

は、この審議会でバス路線を廃止したいというときに、周辺の沿線住民

は、｢絶対反対」というそういう声が当然出てきます。そのときに、路線

の廃止に関して絶対反対ということで進めるべきでなく、やはり、この

ような基準を満たさなければ廃止されてもやむを得ないという、そうい

う考え方をまず打ち出したことが第１点になります。 

 それは、代替性とか機能性とか需要量とかということを見た上で、な

おかつそのバス路線が維持できないとなったら、それは、バス路線が地

域として余り使われていないということを示すことにほかならないだろ

うということで、維持が困難な路線に関しては、維持不要路線たること

をつくってもいいということを実は決めたわけです。 

 もう一つは、この数値でありますが、先ほどの資料の２の２ページ目

を見ていただきたいと思います。このような一つの判定基準を出しまし

たが、この判定基準で機械的に判断するのではなく、バス事業者連絡協

議会というのがありまして、この協議会で、それぞれの数値について、
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また、具体的な路線の評価について相談していくということが、この２

ページ目の図１－２に書かれています。そのことによって、この数字は

少しきつ過ぎるとか、この数字は少し甘いということはないと思います

けれども、行政側から見て、ちょっと甘かったかなということがいろい

ろ起きてきます、具体的に。そのときには見直しを行いましょうという

ことでありまして、今の報告の冊子の３ページ目の一番最後に、この基

準については、毎年、毎年、機械的に修正するのではなく、運用しなが

ら数値または基準等を見直していきたいということ、このような作業を

今までやってこられたということであります。 

 ですから、この審議会で一つの方針を出したということは非常に、あ

る意味では重いことではありますが、ある意味では、こういうことまで

配慮して、なおかつバス路線が使われていなかったら、やっぱり維持す

るのは困難だということで、その路線の廃止は、やっぱり社会的常識か

ら見て、やむを得ないだろうと、そういうことの御説明だったと思いま

す。 

 それで、ここの事について意見をいろいろと言うのは、実は、実際こ

れからバス事業連絡協議会で詰めた上で、詳細のことを固めなければな

りませんので、考え方として、第一次答申のことについては、十分踏ま

えているなということだけは、ぜひ御確認いただきたいと思います。 

 報告ということで、報告受けましたということで、この部分に関して

は終わりたいと思います。 

 

 

４．議  事 

 

佐藤会長  ： それで、これから議題の方に入っていきます。 

 議題は、協働の枠組みについてと、これまでの審議内容の整理で、こ

れはまさに最終答申に向かって、どういう骨子で答申書を書くかという

ことについての非常に大事な問題です。 

 それではます、協働の枠組みについて御説明をお願いいたします。 

 

事務局中塚 ： それでは、私の方から資料１、協働の枠組みについて御説明をさせてい

ただきます。 

 資料の１、協働の枠組みについてでございます。 

 まず、１枚おめくりいただきまして、目次をごらんいただきたいと思

いますが、大きく２章からなってございます。前半、１ページから４

ページまでは、協働の枠組みについて、そして後半、５ページ以降は、

協働を目指す上での留意点についてという御説明でございます。 

 それで、１枚おめくりいただきまして、１ページでございます。 

 まず、協働の枠組みについて、協働の必要性でございますが、これま
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で地域に応じましたバスネットワークの実現や維持でございますが、利

用環境改善のところのお話までで、行政や事業者、それに市民を加え

た、そういった協働の仕組みというものが何度も出てまいりまして、そ

ういったものが必要であるとされてきてございます。 

 そこで、バスにかかわる主体としては、これまでも指摘されてきたよ

うに、市民、事業者、行政の三者に分かれているわけでございますが、

この三者について整理したものが２ページにあります表の１の２－１で

ございます。 

 このように、バスのかかわり方や立場、今後果たすべき責務というも

のが、それぞれ違っているという表でございますけれども、まず、特に

市民につきましては、こちらは個人の集合体ということで、バスへのか

かわり方も多様であります。テーマによっては、１ページの１の２の中

ごろにございますけれども、例えば市民と申し上げましても、利用者で

あったり商業者の方であったり、市民団体であったりＮＰＯであった

り、様々でございます。 

 バスへのかかわり方につきましても、無関心という部分もございま

しょうし、また、現在の立場からとしては、現状は、意見集約をされて

いない個々のニーズがひとり歩きをしがちである、そういうような状況

でございます。 

 今後のあるべき姿としては、今後は、多様な意見の集約といったもの

が課題になるのかなと。また、それぞれ市民の方々の工夫、検討、提案

というようなものも期待されているところでございます。 

 続きまして、事業者の方は、事業としてのかかわりを持っているわけ

でございますが、公共性の高い事業ではありながら、利用実態の開示な

ど、市民あるいは市の理解を得る努力がまだまだ不十分なのかなと。今

後、事業と公共性のバランスの説明でありますとか、各種のニーズに対

する工夫、提案など、こういったものが求められていくのではないかと

思われます。 

 また、札幌市につきましては、バスを都市づくりの重要な要素と位置

づけている中で、しかし、市役所内での連携というものが非常に不十分

ではないかと。あるいは事業者へ要望するような立場にございます。今

後は、ネットワークに係る情報提供でありますとか、施策の連携を図

る、あるいは各主体への意識啓発、こういったものが求められるのでは

ないかと。これらのあるべき姿をどのようにしたら実現できるのだろう

かというところで、次のページに参ります。 

 ３ページ、４ページでございますが、協働の実現に向けてということ

で、まず、４ページの上の図を見ていただきたいのですけれども、これ

は、現状ということでございますが、現状は、市民、札幌市、事業者の

枠組みでは、それぞれ主体性に欠け、また、相手に対する理解というの

も不足のままでございます。真ん中のところにあるように、いろいろな
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課題に関する認識に相違がある、あるいは相手の立場を余り考えていな

い、共通の情報をもとに議論してないと、こういうような状況でござい

まして、結果、問題点や課題というものの解決が非常に困難になってい

るというところがございます。 

 そして、目指すべき方向性としては、一番下のところにございます

が、目指す協働の姿、これは、市民、札幌市、事業者が、それぞれ相互

理解と共通認識のもとに、それぞれの役割と責任を明確にして議論の場

についている。この協働におきましては、中立的な立場でのコーディネ

イター役を設けることも望ましいと考えられます。 

 このような中で、協働による効果というのが、その右側でございます

けれども、それぞれ市民の取り組みや行政側の計画、事業者側の計画と

いうものが整合がとれているだろうと。 

 しかし、このような理想像との間には、まだまだ意識レベルで大変大

きな乖離がございます。また時間もかかります。そこで、真ん中の赤い

図でございますけれども、各当事者の主体性を啓発、そして醸成してい

く取り組みというものが必要であろうと。そのためには、まず、情報提

供の充実、手前みそでございますが、｢ゆう」でありますとか、｢えきバ

ス・ナビ」というようなものを札幌市の場合持ってございますけれど

も、これが相互理解の促進につながっていくであろうと。 

 これをさらに踏まえて、意識啓発、こちらは、主体性の発揮につな

がっていくであろうと。これらの取り組みと並行いたしまして、一番右

側にあります個別の課題の取り組み、こういったものをテーマに三者で

議論や取り組みを進めることによって、そこから得られる留意点、ある

いは効果というものを共有できる。それが結果的に、その下にあります

それぞれの主体性を発揮したり、あるいは結果として協働の枠組みが非

常によいものに確立されると。このような形でつなげていくような取り

組みが必要ではないのかという御提案でございます。 

 続きまして、５ページでございます。そのような協働を目指す上での

留意点ということでございますが、前のページで示しましたような取り

組みの実施、強化というものが相互理解と共有化につながっていくとい

うことで、今お話しさせていただきましたけれども、この積み重ねを行

うことによりまして、ちょうど真ん中の四角がありますけれども、市

民、事業者、札幌市の主体性が強化されて、自発的な取り組みが行われ

る。あるいは公共交通に関する問題、課題全般に対して、そのレベルに

応じた議論や協働が行われる。そういう形で目指すべき姿に近づいてい

くものと考えられます。 

 下の方に図２の１－１、協働を目指す上での留意点という図がござい

ます。バスを含むいろいろな課題があります。それで、一つには、問

題、課題の当事者はだれかと。これはすべての問題に対して、例えば三

者が入るということになるかどうかというのは、その必要性に応じてと
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いうことになります。また、テーマによっては、吹き出しにあるよう

に、沿道の居住者、商業者やＮＰＯ、こういった方々も含めた、当事者

というのはどなたなのか、協働の参加者の設定ということが留意される

べきところと考えられます。 

 また、もう一方の流れでは、問題や課題の空間的な範囲、全市的な問

題なのか、それとも特定地域の問題なのか、これは、テーマによりまし

て市民の範囲を設定していく形になります。この吹き出しにあるよう

に、沿線の問題なのか、地域なのか地区なのか、区、市全体なのかとい

うことで、協働の場の設定というものが設定されていくと。 

 最後に、その下になりますが、市民が積極的に参加するような、それ

を促すようなインセンティブ、仕組みを必要とするであろうと、こう

いったものを踏まえして、協働の実践というものができるのではない

か、そういったことが留意点ではないかという御提案でございます。 

 そして、６ページでございますが、最後、協働ができていない事例と

成功事例ということでございますが、これは、次の７ページから８ペー

ジに図が載っております。これまで理念的なお話でずっと説明してまい

りましたけれども、ここで、実例を基にして見てみようということでご

ざいます。 

 ７ページの方というのは、これは、バス交通の利用環境改善の一例と

して、例としまして、路線番号の表示、あるいはバス停にいすを設置す

る場合というようなことを例として挙げさせていただいております。 

 ただ、これは取り組みがなかなかスムーズに進まないのではなかろう

かと仮定して例示したものでございますが、例えば、上の路線番号表示

の変更の場合ですと、通常、路線番号の表示の変更というのは、バス事

業者さんが通常は行うと、実行者はほぼ決められている。しかし、それ

ぞれの三者の認識や意見が違ってまいります。これをどのように議論す

るのか、市民のわかりやすさ、あるいは各社の調整、こういったものを

どうするのか、共通認識の図り方、札幌市の呼びかけをどのようにする

のか、こういったところが十分見えていないのかなと。 

 その下の、バス停に、例えば椅子を設置するというようなケースであ

れば、それぞれ、実はこれは札幌市が行ってもいいし、事業者が行って

も良いし、市民が行っても良いしと、だれが実行しなければならないと

いうものではございません。しかし、それぞれ認識や意識がやはり異

なっておりまして、自分たちがやらなければならないのかな、経費の問

題もある、あるいはだれが置くかということにはこだわりませんけれど

も、なかなか自分たちの要求を絞り込むことができないと。こういうよ

うな中で、議論の範囲ですとか、役割分担などというものが十分に進ん

でいかない。その前提がまだできていないというような状況になるので

はなかろうかと。 

 また、その一方で、８ページでございますが、これは、既に実現して
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いる協働の事例でございますけれども、上は、手前みそになりますが、

例えばバスマップの作成の例、その下でございます。これは、市民、交

通倶楽部ゆうらんでございますけれども、市民の方が発意されまして、

しかも市民ニーズを十分に把握されて、行政側、札幌市あるいは事業者

もその趣旨に賛同いたしまして、協力、支援をしている。 

 そういう中で、先ほどお話いたしましたように、大変バスマップの評

判も高くて、利用促進につながっていく可能性が出てくると、こういう

非常によい例がございます。 

 こちらにつきましては、先ほどの５ページのところに戻りますけれど

も、オレンジ色の楕円のところで、積極的な参加を促す仕組みというプ

ロセスがございましたけれども、先ほどお話ししたように、｢元気活動促

進プロポーザル事業」が活用されているということでございます。 

 協働を実現するためには、７ページと８ページの事例を比較いたしま

して、特に８ページ、うまく取り組むためには何が必要だったのか、何

がうまくいったのかと、そういったところを考えながら７ページ等、こ

れからいろいろな形で協働というものを考えていく必要があるのではな

かろうかと、こういうような提案でございます。 

 資料の説明につきましては、以上でございます。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 行政と市民と、それから事業者の協働というのは、これだけを見まし

たら、ごく当たり前の話でありまして、何を今さらという感は否めな

い。しかし、札幌市のバスに関して言いますと、それまで市営バスがあ

りましたので、行政は、市営バスだけについては考えてきた。しかし、

札幌市全体のバス交通については、要望するだけで、具体的に、主体的

に行政は関与を今までしてきませんでした。市営バスが民間に移譲され

たことを受けまして、さらに、先ほど御紹介ありましたバス路線の維持

方策ということで、札幌市が、市内全域のバス交通について、必要なら

補助金を出すけれども、まちづくりとしてあるべき姿のバス交通につい

ては意見も言いますということが、ものすごく大きな変化であります。

ここがこの審議会の最大のポイントでありまして、この協働というの

は、実は市民の方々に働きかけるのではなくて、札幌市みずからがこう

いう覚悟をこれから持っていかなければならないということを示したも

のだろうと思います。 

 そういう点で、協働のあり方については、これからいろいろな形で具

体化していくだろうと思いますが、行政が市民と、それからバス事業者

と一緒になって、バス交通とまちづくりと連携させることを考える一つ

の決意表明なのかなという感じがしております。 

 それで、時間の関係もありますので、これまでの審議内容についても

説明いただきまして、まとめて御意見をお聞きしたいと思います。 
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 続けて、資料の説明をお願いします。 

 

事務局中塚 ： それでは、資料の２と３でございます。１枚ものの資料３を説明しなが

ら、皆様方には、資料の２、これまでの審議内容の整理という冊子もご

らんいただければと思っております。 

 昨年６月に一次答申が出された後、本日まで、第５回から今日に至る

まで委員の皆様方にはさまざま御議論をいただいておりました。そこ

で、これまでの審議の流れ、あるいは議論の組み立てにつきまして一応

整理をして、このような形でよろしかったでしょうかという御確認をし

ていただこうということで考えております。 

 それでは、１枚ものの資料に沿いまして、その都度、資料２の方も若

干はしょりながら御説明させていただきたいと思っております。 

 まず、資料３でございますが、右上の方に書いてあります。先ほどお

話し申し上げましたように、バス路線をどう守っていくかという、現実

の問題に対応するために、実は、維持方策の策定に向けた審議を優先し

てきたという経過がございまして、本来、まず検討すべきであった部

分、こちらに図が出てございますが、路線、地域特性、ニーズの詳細把

握、こういったことであったり、あるいは都市全体及び各地域における

ネットワークの検討、そして、ネットワークを実現して維持していく

と、絵にかいた餅にしない、こういったことが必要で、今後課題となる

のだということで一次答申でも提起されたところでございます。 

 こちらを受けまして、まず、資料の左側の方からでございますけれど

も、資料の中で、大変失礼申し上げました、審４とか審６という青い楕

円が入っておりますが、これは、それぞれの第何回の審議会で御審議い

ただいたかということの表示番号でございます。 

 第４回の審議会の方で解決してきた問題点、あるいは必要な取り組み

の方向性というのを語られまして、そして、一番左側の枠でございます

が、利用環境改善、こちらの方に入ってまいります。 

 利用環境改善につきましては、まず、利用環境改善の位置づけについ

て御審議をいただいてございます。皆様方のお手元の資料２の１ページ

と２ページをごらんいただきたいと思うのですが、利用環境改善の位置

づけとしては、まず１ページで、バス路線の維持方策というのは、いわ

ば対処療法ということで、それだけでは市内のバス路線全体の状況改善

につながらない。ですから、利用のしづらさが利用者減の一要因という

ことを考えますと、並行して利用環境改善の実施というものも必要にな

るだろうと、こういうことを御審議いただいたところでございます。 

 また、２ページにつきましては、全体の流れにおける位置づけでござ

いまして、それまで審議会において、確認されてきた全体の流れの中に

利用環境改善を組み込むと、このような図になるというお示しをさせて

いただいたところでございます。 



 

－ 14 －

 このような利用環境改善の位置づけ、議論をいただいた後、そして、

では何をするのかと、現状の問題と課題について御審議をいただきまし

た。これは、資料２の３ページから６ページにところになりますが、ま

ず、３ページ、４ページのところ、４ページの資料で、図によりまして

御説明いたしますと、上の図につきましては、市民の意識の違いがいろ

いろあるけれども、要望も費用対効果などを見ていかないと、結局は市

民負担に結びついてしまうのではないかという図でございます。そう

いった問題があるのではないかという図でございます。 

 また、その下のバス交通の問題解決のイメージ、こちらは、課題を解

決するに当たっては、やはり、わかりやすさの問題や使いやすさの問

題、こういったものを踏まえて、問題点を踏まえた望ましいあり方とい

うのを検討していくことで、バス利用促進につながっていくのではない

かというような、問題解決のイメージ図でございます。 

 そして、５ページから６ページでございますが、６ページに、「わか

りやすさ」と「使いやすさ」、第５回の審議会で御議論いただいたとこ

ろでございますけれども、それぞれのいろいろな項目がございますが、

こういった具体的な利用環境改善を進めていくためには、問題点の整理

をするだけではなくて、利用者、非利用者の意向把握でございますと

か、費用対効果、役割分担の整理、こういったものが必要となるのでは

ないかと、このような御審議いただいたところでございます。 

 これらを踏まえて、１枚目ものの中に戻りますけれども、このような

状況で、どうやって改善を進めるのかということで、利用環境改善の進

め方について御審議をいただきました。これは、資料の２では、７ペー

ジ、８ページのところでございます。ニーズの把握をしながら、取り組

むべき施策を抽出して、役割分担の必要性、さらには、モニタリング、

検証をすると、こういったことが大切である。こういったことを右の８

ページの、フロー図の中でまとめたものが８ページでございます。実

は、このような流れで、利用環境改善について御審議をいただきまし

た。 

 そして、もう一つ大きな問題といたしましては、これまではバスの利

用の減少という問題を何度も言っていく中で、これは、車のせいという

ことで、私ども、あたかもそうであるかのように考えてまいりましたけ

れども、本当にそうであったのかということをまず分析してみようとい

うことで、バス利用減少要因の分析と。今後のバス利用の、バス交通を

考える前提として、まず、利用減少というものを初めとして、現状を把

握しようということで、第７回の審議会で御審議いただきました。 

 バス利用の減少要因、都市構造の変化、これも資料の２の方では、９

ページから１４ページまでございますが、かいつまんで御説明いたしま

すと、９ページにつきましては、従来は、市民の多くの皆さんは郊外に

住んで、そして、都心へ通勤・通学するというパターンでございまし
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た。ですから、都心へ集中する交通というものは、それに対応いたしま

して、交通体系というのは、都心部に向かう交通体系、また、乗り継ぎ

のポイントなどもたくさんあれば、多いほどいいと、拠点との連動とい

うものが欠けていたのではないか。 

 １０ページにつきましては、これは、都市構造の複雑化ということ

で、上の図につきましては、郊外の人口がどんどんふえる中で都心部が

減るというドーナツ化現象であったものが、最近では、下の方でござい

ますけれども、人口の増減が非常にモザイクになってきている。かなり

そういった人口の増減というものが一定のパターンでなくなってきてい

るということを示しています。 

 １１ページでございますが、１１ページの上の方は、週休２日の制度

導入の影響について、そして、下の図２－４については、スーパーなど

の大型店が近年は郊外にどんどんどんどん多くなってきていると、こう

いうことをお示しさせていただいておりました。 

 また、１２ページにつきましては、自家用車との競合ということで、

特に、軽自動車の増というものが非常に顕著であると。それに伴って、

女性のドライバーがふえて、買い物は車と、こういう傾向を生じている

のではないかという御提案。 

 それと、１３ページは、自転車との競合ということで、自転車の小売

価格の推移、あるいは、冬はバスを利用しても夏は自転車でと、こうい

う流れができているのではないか。 

 そして、まとめとしては、１４ページのところで、これまでの階層的

な都市構造が崩れて、各地域が徐々に変化をしていく中で、都心集中に

対応してきた大系をどう変化させるのかというのが大きな課題になって

いくのではないかという御提案でございます。 

 このような分析を踏まえますと、続きまして、第１回、第２回の審議

会でも御議論いただきましたが、都市マスタープラン、将来の都市像を

どう描いていくのかという、その辺の対応が必要となってまいります。 

 今後の都市づくりはどう進めるのか、それを資料の２では、１５ペー

ジのところであらわしておりますが、１５ページの下のところに紺色の

四角い囲みがございますが、基本的には、市街地の範囲を拡大せず、内

部を充実していくようになる。また、既存市街地や都市の基盤を再生し

て使っていこう、つまり、都市機能を拠点に集積していこうと、こうい

う大きな考え方がございます。 

 このような都市マスタープランの方向性に沿って、バスネットワーク

の検討が必要になるだろうということで、１６ページでございますが、

これは、第７回の審議会でございまして、御記憶あろうかと思いますけ

れども、バスは、特に暮らしの基礎であります住宅地、そこと生活拠点

を結ぶ、あるいは地下鉄やＪＲを介して、ほかの拠点を結ぶと、こうい

うような形の中で、バスのあり方、役割というのが展開されるのではな
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かろうかというイメージ図でございます。 

 このような将来の都市像への対応という御議論をいただいた後、公共

交通ネットワークのあり方、そして、バスネットワークのあり方という

ことで、資料の３でいくと、一番右側の流れに入ってまいりますが、バ

スネットワークのあり方ということで、１７ページから２０ページまで

の部分でございます。 

 １７ページにつきましては、バスネットの二つの要素、都市として必

要な公共交通体系の一翼としてのネットと、それと、個別の需要に応じ

て、事業判断によるバス路線というのがあって、今後検討するのは、左

側の、都市として必要な公共交通体系のバスネットワークではないかと

いうことをここで示しております。 

 １８ページは、公共交通体系におけるバスネットワークの役割という

ことで、三つの役割があるのではないか。一つは、生活拠点を中心とし

た移動への対応、二つ目は、ＪＲや地下鉄の補完としての役割、そして

三つ目は、都市周辺部と都心の接続ということ、このような御審議をい

ただきました。 

 そして、１９ページ、２０ページでございますが、今の１８ページの

バスネットワークの役割、これに沿って、どのような路線形態が望まれ

るのか、考えられるのかというのを、それぞれ１、２、３ということで

御提案させていただいたところでございます。 

 そして、２０ページの下の方でございますが、このような路線形態を

進めていく中で、(3)の都心直結型の路線、こういった都心直結を設定す

るに当たりましては、都心の中で、これらのバスをどう受けとめるの

か、こういった課題が出てまいります。こういった部分については、都

市のまちづくりとの整合を図りつつ検討していく必要があるのではない

か、こういった課題も提起されております。 

 そして、２１ページでございますが、交通結節点の考え方ということ

で、基本的には、日常生活の中心である生活拠点、ここと交通結節点と

が一致させていくのが望ましいわけでございます。 

 ただ、現実的には、今、拠点とは一致していない部分もたくさんござ

いますので、そういった交通結節点には、今後整理、統合していく必要

性が出てくるのではないかという御審議をいただいたところでございま

す。 

 以上のような御審議を第５回、６回、７回で御審議いただきまして、

資料３の一番の下の方で、今後の進め方ということになりますが、これ

らの流れから、まず一つは、利用環境改善、それと、将来バスネット

ワークのあり方、そして、ネットワークの実現と維持の仕組み、こう

いったものが今後の進め方の柱になるのではないか。 

 短期的な取り組みといたしましては、まず、利用環境改善、これを進

めながら、協働実現に向けた取り組みを行い、意識の底上げというもの
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を行ってまいります。 

 また、その一方で、交通実態の把握というものは、パーソントリップ

調査、また、それ以外の諸データを活用しながら検討してまいりたい。 

 これらの流れが、中長期的な取り組みとしましては、協働の枠組みづ

くりの確立と、それとバスネットワークのプランの策定と、こういった

ものへ流れていくのではなかろうかと。 

 また、維持方策の運用、見直しについても、短期的、中長期的にこれ

らを継続して続けていくと。こういう議論の組み立て、これまでの流れ

でなかったのはなかろうかという整理でございます。 

 それと、先ほどの資料２の最後のところ、２２ページでございます

が、このような整理をする中、これまでの審議内容を踏まえまして、最

終答申における方向性を整理すると、以下のようになるのではないかと

考えられます。 

 一つは、バス利用者の動向、将来におけるバスネットワーク像につい

て。それと、バス利用環境改善による利便性の向上や需要喚起の必要

性。そして三つ目には、実現に向けた留意点。そして四つ目には、今後

の課題。このような大きな流れになるのではなかろうかという御提案で

ございます。 

 資料の説明につきましては、以上でございます。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

ジグソーパズルがようやくでき上がったというか、最後に、今日の審議

にしました協働実施に向けた取り組みがピシッと入ったと、そういう位

置づけだろうと思います。それぞれ各５回目、６回目の審議会で議論し

たことは、それはそれでもって非常に中身も濃くまとまっているのです

けれども、トータルとして、どういう位置づけかということ、それは非

常に大事なことであります。問題は、順序がばらばらだったものですか

ら、やっぱり流れがなかなか理解できなかったのではないかなと。 

 これから、委員の皆さん方に御意見をお伺いいたしますが、今までの

審議の内容の整理ということでの御意見で進めて、先ほどのバス路線維

持方策の検討結果についての報告の中身も意見として述べられても結構

でございます。 

 さらに、今日のテーマでありました協働についてお話しされても、ま

た、今までの審議の内容について、よくわからないとか、ようやくわ

かったとか、特に、市民委員の方々が、この仕組み、この答申がわから

なければ、ほとんど多くの市民がわからないだろうと、こういう形と

か、こういうことをやってきたのなら、わかったとか。もう少し工夫し

たらわかりやすくなるかという、そういう視点でもぜひ御意見をいただ

きたいと思います。 

 いつも澤田先生が最後ですから、今日は最初に澤田先生から、全体に
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向けて御意見、幾つか、複数でも結構でございますので、お願いしたい

と思います。 

 

澤田副会長 ： それでは、今日は実質的な審議の最後ということですけれども、特に、

維持方策の検討結果ということで、我々第１回の第一次答申で、維持方

策ということを考えまして、集中的に審議してきたわけですけれども、

今日は、そういう具体的な仕組みについて報告が出ましたので、これは

大変御苦労なされたところだと思います。これができまして、ようやく

今後バスがどういうふうに維持されるかという、その場合の入り口が見

えたということになります。これについて、我々、十分ここでもう一

度、もし検討すべきことがあればしてみたいと思います。 

 それとあと、本年度に入りましてから、特に、バスの利用ということ

を考えた場合に、利用環境というのが結構決め手になるのではないだろ

うかということで、我々、特に、利用における問題点として、｢わかりや

すさ」と「使いやすさ」ということについて、種々の観点から意見を出

し合ってということができたらと思います。 

 この結果として、こういう「わかりやすさ」、｢使いやすさ」というの

が利用を促進するだろうと。それは、先ほど報告ありました「ゆうら

ん」とバスマップ作成ということで、それが大変市民に好評をもって迎

えられたということのあらわれだと思うのです。 

 したがって、我々がこういうような「わかりやすさ」、｢使いやすさ｣

ということを絶えず意識しながら、バスの利用環境というのを考える必

要があるだろうということを、また再確認したところであります。 

 利用分析というので、特に、我々通常思っていた、自動車のモータリ

ゼーションという形で、我々は自動車の利用する環境というのは、なく

てはならない時代になったのですけれども、特にマイカーが非常にふえ

てきたと。それがバスの非常な競争相手になっていて、それが増えるこ

とによって、バスの利用が減ったのではないかという暗黙の了解があっ

たと思うのですけれども、今回いろいろと資料を検討してみますと、そ

ういうことではなくて、札幌市自体が昔の都心部集中というような、そ

ういう人の流れから、郊外型あるいは人口構成の変化というものによっ

て随分変わってきていると。 

 したがって、最初我々が考えたような状況で、バス利用減少の要因は

大分変化してきているのではないかと。それに対応した形で、バスの利

用というのを今後考えていかなければいけないだろうと。これは、特に

人口がドーナツ化しているところがモザイク状になったとことにあらわ

れている。それとあと、少子高齢化ということで、特に、高校の学区の

変更というのも、非常にバスの利用に大きな影響を与えていると。 

 それとあと、自転車の利用というのもかなり、今までちょっと考えて

いなかったのですけれども、バスの利用に影響を与えているのだという
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ことです。 

 そういうような形で、利用減少分析を実施したわけでありますけれど

も、今後、バスの長期的なネットワークということで、札幌市の考え

方、都市計画マスタープランの考え方で、特に、基幹交通ということ

で、ＪＲとか地下鉄を中心とした、地下鉄はずっと真ん中に置きまし

て、それを補完する、あるいはそのほかにも利用の便利さということ

で、バスのネットワーク化というのを考える必要があるだろうというこ

とであります。 

 バスネットワークは、今後、札幌市は全面的にバス事業から撤退した

わけでありますから、そういうネットワークをつくるときに、自分から

路線をこういうふうにしたらいいとかということが、なかなかできにく

くなっております。 

 しかしながら、札幌市としてもいろいろとこれからやっていかなけれ

ばならない仕事は多々あるわけです。特に、今日御報告ありました協働

の実現ということで、その中では、やはり札幌市が重要な役割を果たし

ていかなければいけない。この協働というのは、今日説明していただい

た内容では、なかなかわかりにくいところがあると思うのです。一人一

人我々市民がバスについて、どういうふうによりよくしていくかという

ことを意識して、そして、そういう形でバスの、交通手段ということな

のですけれども、ここでは、環境とか、あるいは市民生活にとってバス

というのはどういう文化的要因があるのだとか、いろいろな形で啓発と

いうのがないと、市民がバスに対して関心を持ってもらって、そして、

バスのネットワークのよりよい実現ということに参加することがなかな

か難しいのではないか。そういうような意味で、協働実現というのは、

難しいのですけれども、これがうまく軌道に乗れば、札幌市としてもよ

りよいバスのネットワーク実現に一歩進んでいくのではないかと、そう

いうふうに考えました。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

 全体を本当にわかりやすくまとめていただきましたし、私たちのやっ

てきたことが改めて、大したことを審議してきたのだなと思った次第で

あります。 

 高野先生、部会長として御意見お願いしたいと思います。 

 

高野委員  ： 先ほど佐藤先生の方からありましたように、今も澤田先生の方からあり

ましたように、札幌市というのは公営交通を撤退して、そこから全部民

営に移管したということを前提として総合審が始まったと言えると思う

のですけれども、公営交通の役割というのは、やはり採算が合わなくて

も必要な路線を残そうと、そういうようなことが一つあるでしょうし、

もう一つは、市民の声だとか、そういう声をきめ細かに聞いて、路線だ



 

－ 20 －

とかバスのサービスに生かしていくというような機能もあるでしょう

し、さらには、まちづくりだとか、あるいは環境問題だとか、そういう

将来に向かっての行政施策というものを踏まえた形でバス路線のネット

ワークを形成していこうと、そういうような大きく言うと三つぐらいの

機能を果たすために、税金をいろいろな形でかけても、公営交通が必要

であったと、こういうことだと思うのですが、それがなくなった状況に

おいて、それらの三つの機能をなくすわけにはいかないわけでありまし

て、一つの、採算が合わないというものについても、必要なものについ

ては残していこうということについては、先ほど御説明ありました補助

というもので成していこうと、こういうことになるわけですね。 

 もう一つ、きめ細かなニーズをとらまえて、バス路線を充実させてい

こうということですとか、それから、いろいろな行政施策、まちづくり

を踏まえただとか、あるいは今回出てきております将来のバスネット

ワークのあり方ということになりますけれども、これを実現するように

バスネットワークをつくり上げていこうということについては、これ

は、今までのやり方では当然できないわけでありまして、それが一つの

協働のあり方という今日の一つのテーマになっていると思うのです。 

 市民の声を、ニーズをどう拾い上げていくかということだったり、バ

スネットワークのあり方ということで、協働のあり方ということが出て

くるわけですが、例えば、資料１の４ページに図がありますけれども、

市民と札幌市と事業者ということで、三つの丸が三角形を成しているわ

けですが、専門部会の方でも議論になりましたのは、まずは、例えば市

民という、この丸というのが、実際は、市民といってもいろいろな考え

方をお持ちの方、特にバスについて言いますと、先ほど出ていましたけ

れども、車を利用されている方、ほとんどバスを使わない方にとって

は、バスというのは余り関心事にならないと。バスを使って、いろいろ

な問題点をお持ちの方というのはごく限れるという地域もあるわけで、

そういう意味で、市民をどうやって一つの丸に仕立てていくかというこ

とは、やはり相当大変なのかということが専門部会で議論になりまし

た。 

 また、札幌というふうに一つ丸でくくってありますけれども、これも

実はなかなか、札幌市というのはいろいろな役割がありまして、実際に

バス路線にかかわる交通計画をやるという役割もありますけれども、例

えばまちづくりセンターだとか、いろいろな形でＮＰＯの支援だとかも

やるわけで、そういう意味では、市民の裏側に、裏側といいますか、市

民をいろいろな形で支えて、市民が一つにまとまっていくようなことも

やらなくてはいけないわけですし、いろいろな札幌市としての機能があ

るなということになっております。そういう議論が出ていたわけであり

ます。 

 そういうようなことで、協働ということだったり、あるいは公営交通
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がなくなって、どう機能を考えていこうかということだったり、あるい

は今日最初に御説明がありました不採算路線の問題についてということ

になっていきますと、例えば先ほどの報告でいきますと、一つの基準、

３便から３０便という基準があって、あと、代替性等々が満たすという

ことであれば、代替性がない場合ということについては補助金を出す。

それについて、バスの事業組合といいますか、バス事業連絡協議会と協

議してということになりますけれども、例えばこういう路線の中に市民

の声というものを反映する仕組みというのはなくていいのかどうかと、

協働の立場ということから言いますと。あるいは今回のバスネットワー

クのあり方ということで、どういうネットワークが必要ですよというの

が、先ほどの御説明もありましたけれども、これを実現するために、先

ほど佐藤先生もおっしゃっていましたけれども、公営交通もなくなった

以上、どうこのネットワークを実現していくのかということについて

は、補助金だけではとてもできないわけです。そういうものについても

考えていかなければ、審議会で整理していった答申が実際には実現され

ないということになっていくのではないかと思いますので、そういうあ

たりについては、最後の資料２の２２ページにあります、答申に向けて

と書いているあたりで、実現に向けた留意点というところで、ニーズの

把握、現状における課題の整理というものと、協働の必要性というのが

あるわけで、そこでまた協働の必要性に戻ってくるわけですけれども、

そう意味では、協働の必要性の中には、三者がコミュニケーションを密

にして、いろいろ議論をするということはもちろんですけれども、繰り

返しになりますけれども、市民というものの一つの丸をどうやってつ

くっていくのかということと、それから、札幌市と書いてありますけれ

ども、札幌市の多面的な側面があるわけで、市民を支えるという役割が

ありますし、今回の将来バスネットワークのあり方を実現するという意

味合いもありますし、あるいはコンパクト・シティだとか、そういうま

ちづくりの観点からのことも考えなくてはいけないということもありま

すし、そういうようなことをやっていかなくてはいけないということに

なると、またこれ協働のあり方が、一体どういうふうにしたら都市とし

て実現に向かってうまくいくのかというあたりについて、そういうあた

りが専門部会でも議論になりましたし、また今回の全体の議論にもつな

がることではないかなと思います。 

 ちょっと長くなりました。以上です。 

 

佐藤会長  ： 非常に重要な指摘をされたと思います。今日の議題の協働ということ

を、私は先ほど、これは実は、市自体が覚悟することなのだというよう

な言い方をしましたが、どちらかというと市民と事業者が協働して、そ

れに市が中身に入っていくというような、何となく協働の主体性という

のが見えていなかったのですけれども、路線の廃止において、事業者と
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行政が入っていながら、なぜ市民の丸がないのか、協働と言ったでしょ

うという、そういうものが非常に私はこれから、実際の路線廃止、申請

路線の協議を行う上で重要なことになっていくと思います。そういうこ

とについても、以降、協働を行政として具体化していくときにぜひ参考

にしてほしいと思います。 

 

小篠委員  ： 今、諸先生方がいろいろまとめていただいたので、重複するところはお

話を避けたいと思いますけれども、一つ、資料３なのですが、今まで

ずっと議論している中で、利用環境を改善するということがやはりすご

く大事だよねということと。それから、札幌の都市交通の中で、バス

ネットワークというものもすごく重要な一つの骨格であるというふうに

なってきたということまではわかったのですが、さて、それを実現して

いくために、三者の協働が必要だよねと、これも決まった。ここまでで

すね。 

 今後の進め方と書いてあるのですけれども、ここににつながる矢印が

ちょっと弱々しい矢印のような気がして、これが一番の問題だろう。 

 事例で、資料１の方でいろいろと説明していただきましたけれども、

｢なまら便利なバスマップ」なんかが、そのいい一つ事例になるというこ

とだと思うのですが、これをもうちょっと分析的に言えば、さっき高野

先生が指摘されたように、市民というのも一つの丸ではないというよう

なこともおっしゃっていたし、札幌市が一つの丸ではないと、これもあ

るのですが、仮に三つの丸があったとして、これをくっつけるといいま

すか、接着する接着剤みたいなものがやっぱりすごく重要で、それをつ

くるのだというような、そういう話を結構はっきり言っていく必要があ

るのではないか、「なまら便利なバスマップ」というのは、そういう

マップをつくればすごくいいだろうねという発意から始まっている活動

なのですが、結局は三者をつなげていくことになった。それは、一つの

マップというものだったのかもしれませんが、それを今後は、例えば人

になるのかもしれないし、あるいはある種の出来事なのでしょうか、社

会実験とかそういったものにつながるのかもしれませんけれども、そう

いうことをやっていく必要性があるのだということをはっきり言ってい

く必要があるのではないかというふうに思います。 

 それで、中長期的な取り組みとして、協働の枠組みづくりというふう

なことを書いてあるのですけれども、使い古された言葉で、枠組みとい

う言葉を使うのですが、枠組みという言葉よりも、実行体制とか、そう

いう実現に向かった具体性みたいなことで話をしていかないと、中長期

的に、これでは弱いのかなというふうなことも個人的には感じておりま

すが、いずれにしましても、今後の進め方ということに対して、もう少

し強く具体性を帯びた、答申の中でした方がよいかなというふうに思い

ます。 
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佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 さすがだなと思います。協働という三つの玉があるだけではだめで、

接着剤はないということですね。私は、それは情報だろうなという感じ

がするのですよね。その情報の交流、それが相互にあり得るか。今ま

で、どちらかというと行政も情報をすべて開示していませんでしたし、

特に、事業者は、自分たちの事業の中身について情報を開示というのは

余りしなかった。 

 ただ、今度新しくバスネットワークを考えていくときには、やはりそ

れぞれの立場で、それぞれが協働しようとしたときには、情報の開示

で、お互いやっていること、困っていることをしっかりと理解し合え

ば、おのずと道が見えていく。そういう点で、枠組みということではな

く、もう一歩進んだ形で、私は、それぞれの情報の開示ということが、

これからどれだけ実現できるかが勝負になってくるかなという、今の話

を聞きながら瞬間、感じた次第です。 

 飯田先生いかがでしょうか。 

 

飯田委員  ： 資料の２の１５、１６ページを開いていただいて、資料１の４ページを

開いていただいてお話ししたいと思うのですけれども、私、今回までの

審議で非常に気に入っている、満足している部分が一つあって、不満な

部分が、心残りな部分が一つあるのですけれども。 

 満足しているのは、資料２の１５、１６ページの方なのです。という

のは、都市計画マスタープランというのを読んだときに、私すごく疑念

を覚えて、どんどん都心に高層ビルを建てて、マンションを建てて、地

下鉄沿線だけを高層化していくというのが住みやすい、少子高齢化社会

のまちなのかなという疑問があって、郊外切り捨てということにならな

いかという疑問を持っていたのですが、今回いろいろ議論していく中

で、１６ページ右のイメージが浮かんできて、都心も含めて、札幌には

結局１６、７カ所の拠点、エリアというか、都心も含めてですけれど

も、そういったものがあると。それぞれがコンパクトシティなんだ。さ

らに、札幌全体も都心を中心をコンパクトシティだという、そういう重

層的なイメージというのが、ここで出せたということに非常に満足して

います。 

 都市計画マスタープランの明らかでなかったところを、交通の議論を

していく中で明らかにしてきたのかなと、一歩進んだコンパクトシティ

像を出せたのではないかと思うのですけれども、佐藤会長がよくおっ

しゃっているように、交通機関のためにまちができるわけではなくて、

まちがあって、まちに合わせて交通機関をつくっていくということを考

えなければいけないと。こういう１６、７カ所の拠点を中心としたエリ

アのまちというのが市民に定着して、自分自身のまちはここなのだとい
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う活動が盛り上がってくるということが重要ではないかと思います。 

 札幌には８７カ所のまちづくりセンターがあって、エリアがあるわけ

なのですけれども、交通のことを考えたりするときに、もうちょっと、

五つぐらいの単位でセットになっていくと。五つというと、人口の小さ

い清田区なんかは五つのセンターのエリアですから、一つの区になった

りするのですけれども、そういった中で住民たちが総意をまとめ上げ

て、それぞれ地域の中で、こういう交通網、まちづくり、そうなるとバ

スだけではなくて、もっといろいろタクシーやＪＲ、地下鉄なんかも含

めたいろいろな交通、自転車も含めた、そういったことを考えていく、

協議会なんかが立ち上がっていくというのが必要なのだろうなと思いま

す。 

 ただ、それは本当に長期的な、最終的なゴールみたいなもので、そこ

にたどり着くためにはどうやっていったらいいのかということで、先ほ

どの資料１の４ページがあると思うのですけれども、これが非常に心残

りな部分というか、難しいのです。左側の目指す協働の姿という、下の

方になっている、これを例えば先ほどのゴールだ、１７エリアごとの中

での協議会だというふうに考えると、そこにたどり着くまでには、真ん

中の右側にある短期的、中期的な活動の積み重ねが必要であるというふ

うに読んだのです。 

 ということは、市民がどのように活動を積み上げながら組織をつくっ

ていって、力をつけていって、そういう札幌市や事業者と交渉できるよ

うな、現実的な話し合いをできるような組織化を進めていくかという、

そういうものだなと思います。 

 小篠先生が、それを具体的にもう少し、ここでも答申できればという

ことをおっしゃっていたのですけれども、やっぱり難しいです。いろい

ろ考えてみたのですけれども、現実に起きていないことを、枠組みをは

めてしまうような書き方をすると、かえって何か硬直化してしまうよう

な気もしまして、やっぱり中期的、長期的に市民が積み上げていくしか

ないなという気がしています。 

 ただ、そのためにも、そういうふうに市民が成長していくためにも、

札幌市としては、こういうエリアでいきたいとか、先ほどの情報開示と

いうことであれば、予算というのはこれしか出せないというような、積

み上げ式の予算ではなくて、総枠としてこれぐらいあって、そこの中で

市民がやれることというものを取捨選択していく、さらに自分たちでお

金を出すとか汗を流すとか、そういった現実的な話し合いに乗り込んで

いくというようなことに誘導していく政策であり、答申でなければなら

ないと思いながら考えてきたところです。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 そのあたりが、これからさらに継続して取り組んでいかなければなら
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ない課題だと思います。 

 まず、バス事業者の代表として塚本さん。今日の資料、また、これま

での審議内容をご覧になっての御意見をお伺いしたいと思います。 

 

塚本委員  ： 今までの審議会の内容を非常にわかりやすくまとめていただいて、私も

改めて見せていただいたわけでございますけれども、今日は５月に開か

れました専門部会の審議内容の報告があったわけでございますけれど

も、やはり市民、札幌市、行政と事業者、この中でやはり協働の必要性

というのは強く感じているわけでございます。 

 また、今までの審議会でも出ましたけれども、特に行政の中の調整も

この中でやっていただけるという話も、以前から御提案ございましたの

で、これについては、大きく期待を今後は持っていきたいと思っており

ます。 

 それと、バス事業者は、長年にわたりまして市民の足として、その任

務を担ってきたということでございますけれども、今日の資料にござい

ますとおり、公共事業ということでありますけれども、やはり営利、利

益を上げなければならないということがございますので、これから答申

が出まして、具体的な内容に入ってくるかと思いますけれども、業者も

努力を、合理化等を進めてやっていくということも、現在もやっている

わけでございますけれども、インセンティブが作用する中で、事業者が

安定した事業が継続できるような形にしていただければなというふうに

感じています。 

 以上です。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

それでは、市民等を含めまして、全体の御意見をお聞きしていきたいと

思いますが、今日は山本委員の方からこっちの方にぐるっと回っていき

たいと思いますので、まず、山本さんから御意見お願いします。 

 

山本委員  ： 先ほどから市民との協働と、市民が丸１個ではないでしょうというお話

が出ているのですけれども、私もバスを利用しているのですけれども、

バスを利用しているほかの人とどうやって話をするのだろうという素朴

な疑問を持ちながら、この市民の意見をまとめるとか、そういうところ

を聞いていました。 

 バス利用者ではない人、バス利用者という区分はあるのでしょうか、

バス利用者同士でも、どういうきっかけで何をどうやって話すのだろう

と、すごく難しいと思います。ですから、市民の側から利用者の声を上

げるのを待っていたら絶対に動かないのではないかと思いますので、多

分利用者の側が自分たちの必要なものに対して声を挙げていくことで、

それが実現されるようなシステムづくりをする、そういうようなシステ
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ムをつくらないと、ばらばらな個々のニーズを持った市民の参加という

のはできないのではないかと思います。 

 一つの例としては、アメリカで、シーニックバイウェイ制度のよう

な、地元からの発案で、いろいろな補助とか支援を行政の方からもして

いくというのがありますけれども、そのようなシステムを多分ここにも

組み込めると、協働の中の顧客である市民の声というのは、いろいろと

皆さんが、私も含めて、私どこに行ったらいいのだろうと、こういう機

会だったら出ると思いますが、ただの利用者だったら言うところはどこ

にもないですよね、と思いました。ありがとうございます。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

 山崎さんいかがでしょうか。 

 

山崎委員  ： 今日の課題になりました協働についてなのですけれども、行政と事業者

と市民、三者三様でいろいろなお考えがあると思いますけれども、札幌

市は市民に広報とか、その他まちづくりセンターとかを利用して、バス

ネットワークの宣伝というのですか、それをもっと密にした方がいいと

思います。私もバスは利用していますので、やはりバスは、私にとって

は生活の必需品でございます。 

 それから、事業者については、通学・通勤、また、高齢者の利用者の

時間帯とかをお考えになって考慮して、運行の方法等も一考する余地が

あるのではないかと思います。市民もできるだけ自家用車とかを利用し

なくて、環境のことも配慮して、なるべく公共の乗り物を利用するよう

に、みんなでＰＲした方がいいと思います。 

 以上です。 

 

佐藤会長  ： バスを利用している市民からすると、やはりもっと利用しやすい運行の

仕方とか路線とか、それがあるのではないかという、これは、今後具体

的なバス交通のサービス水準を考えたときに、常に配慮されていくべき

ことだと思いますし、今回の答申において、それがきちっと明文化とい

いましょうか、書かれていくと思いますので、常にそこのところに戻り

ながら、こういうふうに答申書に書いているけれども、今どうなのとい

う話の指摘が可能になっていくと思います。 

 この審議会で、ほとんどバスに乗らない山口さんがいることは極めて

重要でありまして、市民の１人として幅広い立場でバスを考えていくと

いうこと、さらに、今日の審議内容等をお聞きになりましての御意見、

御感想を山口さんからお話しいただきたいと思います。 

 

山口委員  ： 今日、この資料を拝見いたしまして、大変よく、皆さん全般におっ

しゃっている、先生方のおっしゃるように、わかりよくまとめてくだ
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さったことに一言感謝申し上げます。 

 それとともに、私どもの方は、高齢者対象でございまして、私自身は

バスに全然無縁の人間なのですけれども、前に、何回目かの会議に私申

し上げて、バス停のところに椅子を置いていただきたいというような意

見も申し上げました。そんなので、高齢者はなかなかバスに乗って外出

ということは、それこそ超高齢になってきておりますから、札幌市の場

合は。そんな面において、バスはなかなか大変だと思います。さりとて

マイカーといっても、８０以上の方がマイカーを運転できるわけでもな

いし、まして、おばあさんに対しては、出て歩くのに杖をついたり、運

動用具のようなものを押して歩いているとかというような状態でござい

ますから。 

 それに今度、地域にもよると思います。私のところの連合会はウナギ

の寝床みたいと、とにかくまちづくりセンターへ行くのにも大変なとこ

ろであるぐらい車の通りが激しい。それで、昔はあそこは路線バスだっ

たのですけれども、よく考えてみたら、いろいろあちこち車の規制され

るものですから、すすきのに行くのに一番早道だというような面もあり

まして、高齢者が安心して、つえをついたり何なりして歩ける地域でも

ない。 

 では、バスに乗るにはというとちょっと、そこまで歩いていくのには

大変というようなことがありまして、これからもまだまだまちづくりに

対しては、行政も力を入れてやってくださるでしょうけれども、バスを

利用するといったら、団塊世代の方は恐らくみんなマイカーですから、

そうするとだれが、聞くところでは日中に路線バスが、現在３人ぐらい

しか乗っていないという話を聞いております。そのような状態で、３人

でもお客さんであればお客さんかなと思うけれども、私の意見は、赤字

をどんどん抱えながらでもバスを運行しなければならないのかなという

考えも一つあります。 

 赤字でも走らせておくのであれば、そのツケが一体どこに来るのか

と、将来、私の子供には来ないと思うけれども、孫に代に来ると思うの

です。そういうこともみんな知恵を絞って考えなければならないのでは

ないかなと思っている１人でございます。意見になったかならないかわ

かりませんけれども、この資料をまとめてくださった事務方の方に厚

く、心からお礼を申し上げます。 

 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。 

 今よければ、当面の問題は回避というのは、それは違うのですね。結

果的にはツケはだれかに行くし、それは自分たちの子孫に行くのだとい

う。そのために今、私たちが少しは我慢しようとか、少しは痛みに耐え

ようという、これは本当に大事な御発言だと思います。本当にありがと

うございます。 
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 村本さんお願いします 

 

村本委員  ： 実は、私の住んでいるところは、ある日突然、いつも利用しております

バスの路線が突然廃止されたところでございまして、あっ、今日バスに

乗ろうと思った途端、バスがないということがわかって、ちょっと違う

路線に変わっておりましたけれども、突然変わっていたわけです。それ

で、そのときは、なぜ教えてくれなかったのだという思いが大変いたし

まして、それで、こういうのに参加させていただきますと、実は、札幌

市というのは、本当はきちっといろいろ考えてくださっているのだ、か

かわろうとしてくださっているのだということを、やっとここで理解し

まして、それまで、突然なくなったバス路線というのを、やっぱり考え

て廃止されたのかなと、やっとここへ来て初めて思ったような感じで、

ただ捨てたわけではなくて、いろいろ考えてくださった上で、表面的で

なく、いろいろ考えてくださって、もしされたのだという、それなりの

理由があるのだということを知りまして、それでしたら、もっと早く

に、ここの路線は廃止されるそうですから、皆さんどうなさいますかと

バス停に、それこそ前回お話ししました名古屋ではございませんけれど

も、言っていただきたい。｢ここの路線危ないですよ」というふうに言っ

ていただいた方が、むしろ住民として、私は実は、今はいろいろな方と

は全然違いまして、車を運転できませんし、自転車も実は乗れない人で

すし、お恥ずかしながら、これまだこの若さでと言ったら変ですけれど

も、ちょっとひざも悪いものですから、高齢者よりもっと悪いかもしれ

ないほどバスに依存している人間だったものですから、そういう点で、

もっと早くにどうして言ってくれなかったのと思うわけです。そうすれ

ば、みんな結構バスを利用するのではないか、情報開示というお話があ

りましたけれども、言っていただかないとバスに一生懸命乗ろうと思わ

なかったり、どうしたらこのバス路線が残るのだろうと考えたりは、で

きないわけですよね。ですから、もっと早くにそういう話を出していた

だきたい。 

 それは、自分が昼間バスに乗っていますと、午後から乗ることが多い

ものですから、小さい子供を連れたお母さん方とか、パートに行く私ぐ

らいの年の方々とかが乗っているわけです。そういう方々というのは、

多分余り声を出さない方々であると思うのです。でも、実はちゃんと利

用している人方なのですね。そういう人方を一遍で、効率性ゆえに切り

捨てていいのかということを考えて、そういう面も考えていただきたい

と思うのです。 

 そうしますと、やはりこのバスが危ないのであれば危ないということ

をもっと広くわかっていただくためには、同じようにまちづくりセン

ターとか地区センターとかで言うにしても、私は、例えば地区センター

には、児童図書館と同じ入り口にあるのですけれども、玄関が同じなの
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ですけれども、実は、地区センターには入ったことがないのですよね。

それでいながら、児童図書館の方に行く人間なのですよね。そういうふ

うに、非常に一つのところにありそうに見えながら、実は片方しか利用

していなかったり、片方しか見ていない人間というのは、私だけがおば

かさんなのかちょっとわからないのですが、こういう人間がやっぱりい

ると思うのです。そういう表示の仕方とか情報の出し方というのは、

ちょっと気をつけていただいたり、大変お忙しい札幌市の皆さんに恐縮

なのですけれども、工夫していただくことによって、情報というのは広

がると思うのです。 

 例えば病院だと待合室に何か表示をしていただくというのは、待合室

のときに、病気のことばかり考えているので、待合室の表示は見ないの

ですけれども、診察終わった後で薬をもらうときになると暇なので、思

わず薬局ではちょろちょろして見てみたりするようなこともあると思う

ので、そういう情報の出し方というのもちょっと御考慮いただきたいと

思います。 

 ちょっと長くなりまして申しわけございません。  

 

佐藤会長  ： これまた、これからの協働のあり方、実現に向けてということで、非常

にいい御指摘とサジェスションをいただきました。 

 私は大学で先生をやっていまして、例えば今、主任やっていますの

で、奨学金の希望者はいつまでに来いという形の掲示を出します。ある

学生がとことこと来て、｢奨学金もらいたいのですけれども」、｢もう期

限切れている、だめ」、｢えっ、私知りませんでした」、｢いや、掲示に

出した」と、｢えっ、掲示見てません」、｢見てないおまえが悪い」、｢先

生、どうして私に連絡くれないのですか」と言うのですね。 

 これは、教授と学生の関係だったら、勉強するしないはあなたの意思

であって、あなたが意思を伝えない限り、私の方からわざわざそんなこ

としないと、ある意味では退けられますが、協働となったら違うのです

ね。協働となったら、やはり学生に私が電話をかけたり、メールを打つ

ぐらいの気持ちが必要なんだという。 

 実は、行政というのは、そういうことをこれからしていかなければな

らないということであり、情報の出し方も、掲示とか広報に出したとい

うだけではだめだと。 

 最後に、待合室の掲示は見たくないけれども、薬局での掲示はゆとり

を持って見られるというのは心理かもしませんね。そういう点で、情報

をどういう場所で、どういう時期に出すのかということ、これは本当に

これから、せっかくつくったものが見られなければ、全く意味ありませ

んので、ぜひ工夫していただきたいと、本当にありがとうございまし

た。 

 松本さんいかがですか。 
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松本委員  ： バスマップの増刷が決まりまして、ほっとしている次第です。といいま

すのも、４月に新聞に掲載されてから、あっと言う間になくなりまし

て、今でも、どうやったら手に入るのだというお問い合わせをいただい

ている次第です。ちょうど新聞に載ったころ私は札幌にいませんで、あ

ちらにいる秋江委員が対応にかなり苦慮したと思いますけれども。 

 資料３の審議内容の整理の左側に、利用環境改善の進め方とあります

けれども、やっぱりこの辺が非常に重要かなと私は思っています。最初

の市民ニーズの把握の必要性というのも、推測ですけれども、事業者さ

んとか行政の方には、なかなか細かい要望とか、こうだったらいいのに

というような声はそんなに来ないのではないかなと、かえって苦情とか

陳情みたいなものは来るのかなという気がしていまして、バスマップを

取りに来られた方とかから細かいお声をいただくことはときどきありま

す。我々みたいなＮＰＯというのか、市民団体には話しやすいのかなと

いう気がしています。 

 この下の方に、施策のモニタリング（ＰＤＣＡサイクル）とあります

けれども、私は、過去に仕事で、協働の評価をどうするのかという調査

と、それから、調査に基づいて、評価シートというものをつくったこと

があります。協働の取り組みについて、優劣をつけるということではな

くて、どんな効果があったのかというような部分をチェックするもの

だったのですけれども、評価という言葉がふさわしいかどうかは別とし

て、利用改善のチェックシートみたいなものがあったらいいのではない

かというふうに思っています。 

 それには、例えば具体的に言うと、共通の項目には、地域のエゴが入

らないような感じで、例えばダイヤが地域に根差したダイヤ設定になっ

ているとか、終バスが地下鉄に接続するようになっているとか、それか

ら、えきバスの認知度みたいなものもあってもいいかもしれません。え

きバスを、どういうわけか知らないという方が多いのですよね。こうい

うのがあるのですよと言ったら、ああ便利だねとよく言われますので、

そういった評価シートみたいなものがあるといいのかなと思いました。 

 それから、こういった市民ニーズの例えば把握をして、実行できるの

かなということもちょっと思いました。例えば都市計画マスタープラン

の中に、市街地の範囲は拡大しないとありますけれども、例えばこの中

に、市街地でバスの空白地帯があって、とても利用したい人が仮に多

かったとして、ところが走れるような道路がないといった場合に、で

は、道を広げるのか、そんな予算はないとなるのでしょうし、小型の車

両を導入するのかといったら、事業者さんも、そんなリスクの大きいこ

とはできないというような、結局ニーズはあるけれども、できないとい

うようなことになる場合もあるのかなということをちょっと思いまし

た。 
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 それから、利用減少分析の下の方に、自家用車との競合というところ

がありますけれども、御存じのとおり、１日から路上駐車の対策という

ことで、新しい道交法ができましたけれども、まだ１週間しかたってい

ないからわからないのですが、何となく、気持ち、都心のバスの動きが

スムーズになったかなという気がしています。割とラッシュ時でもそん

なに大幅におくれてこないのではないかなという気がしていまして、若

干のこういった強制力も必要なのかなという気がしています。 

 今、個人的につくっているのですけれども、本当に自家用車に乗るの

が公共交通に乗るよりも金銭的にそんなにお得なのかなと思って、ガソ

リン代も最近上がっていますので、ちょっと計算していくと、例えば小

型車で、最近売れているような車で、都心部、リッター２０キロ走るよ

うな車で計算すると、ガソリン代だけではなくて、その他自動車税とか

自賠責だけを日割で計算していくと、そんなにお得ではなくて、むしろ

バス１区間とか２区間ですと、地下鉄の１区、２区もそうですけれど

も、そんなに自家用車が安いものでもなくて、むしろ乗り物に乗った方

がお得。それには、車の取得代とか、それから任意保険とか、そういっ

た個別に幅のあるものは一切含まず考えてみたので、実際にはもっと公

共交通がお得なのではないかという気がしています。そういったもの

も、いろいろ考え方、計算方法はあるでしょうから、そういったものも

「ゆう」の方で、１ページか２ページ、特集を組んで載るとちょっとお

もしろいのではないかなというふうに思いました。 

 長くなりましたが、以上です。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 「ゆう」という、意見を言う場といいましょうか、また、それを情報

公開の場にするということの一つのシステムがつくられましたので、ぜ

ひ今後とも積極的に参加していただいて、いろいろな提案をいただけれ

ばと思います。 

 松野さんいかがでしょうか。 

 

松野委員  ： 私は、この審議会の方に参加させていただいて、今回まとめをずっと見

させていただきましたら、まちというのは２０年で大きく変わっている

のが見えるのだなと、だけれども、毎回毎回、年々少しずつ変わって

いって、５年、１０年のスパンで見ると、大きな変わりが見えるのだな

というのがよくわかりました。 

 市民としては、バスを利用したりしなかったりもしますけれども、自

分の個人的なニーズというよりも、ウォンツばかり言ってしまいがちで

す。本当にそういうニーズというものを調べていくということは非常に

難しいことなのだろうなと、ウォンツはよく聞こえてくるのですけれど

も、その上で、この協働というのは非常に大きな意義を持つだろうと思
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うのですけれども、仕組みづくりというのはかなり難しいのだろうな

と。 

 ここで具体的な部分というものをぜひ、できればコーディネイター役

の方々、先ほど山本さんもおっしゃっておりましたけれども、くっつけ

役というか、何かそういう支援の形だったり、まちづくりセンターとい

うような形を利用したり、何か仕組みをづくりを具体的にしていかない

と、言葉だけになってしまうのかなというふうに思いました。 

 佐藤先生がおっしゃるように、やはり情報の開示ということも大事な

ことだと思います。参加することによって、いろいろな情報を私も得る

ことができて、理解できた部分というのは非常に大きかったかというふ

うに思っています。 

 以上です。 

 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。 

 それでは、富山さん。 

 

富山委員 ：  私、先ほど来、市民、札幌市、事業者という三角形のことも話題が一致

しているのですけれども、私は、自治体というのは札幌市ということを

指すというふうに私も思っておりませんで、自治体というのは、やはり

市民、事業者、あるいは各種団体、すべて含めたのが札幌市という自治

体だというふうに私自身は理解をしておりまして、そういった観点で、

札幌商工会議所の会員の皆さんもいろいろな活動をしておられるという

ふうに私は理解をしております。 

 そういった意味での協働ということの、書かれておりますことは、全

くこのとおりだというふうに思っておりまして、具体的に協働の枠組み

づくりということについて、若干申し述べますと、私はやはり市の、区

役所の市政の中の位置づけというものはよく理解していないのですけれ

ども、バスネットワークに関して言いますと、やはり地区ごと、区ごと

に地域の実情に精通しております町内会の連合会だとか、あるいはＮＰ

Ｏの皆さんの活用というのは一番大きなポイントになるだろうというふ

うに思っております。 

 行政のサイドについていきますと、やはり拠点をいろいろと、今の議

論で拠点拠点という言葉は出てきているわけですけれども、そういった

拠点を掌握している区役所、そういった単位で、こういった協働の枠組

みづくりはつくっていくべきなのではないかというふうに思っておりま

す。 

 ＮＰＯについて申し上げますと、前回の審議会でいただきましたマッ

プ、交通倶楽部ゆうらんの活動という、本当にＮＰＯの活動というのは

水準が上がってきているわけですから、まさにそういった三者での枠組

みということでの、枠組みさえきちっとした体制をつくり上げれば、後
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の活動というのは十分期待できるのではないかというふうに私自身は

思っております。 

 ちょっと、ついでで申し上げておきたいと思うのですけれども、今、

低床バス低床バスと言われていますけれども、確かに乗るときにはすご

くいいのですけれども、乗った後は非常に使いにくいと思っています。

これは、第７回の審議会でも、坂になっていて大変だということが出て

いるのですけれども、この資料にも多少、普及はおくれているというこ

とについて、そういった使いづらさがあるのではないかというふうに

思っておりますので、低床バスについては、もう一度見直していくこと

が必要ではないかというふうに思っています。車内についての使い勝手

の悪さというのは、私はよくバスには乗るのです。ついでですから言っ

ておきますけれども、私はおとついの札幌ドームに行ってまいりまし

た。４万３,４７３名と、終わりましてからも交通渋滞で大変なものだっ

たのですけれども、私も途中まで歩きましたけれども、実はマップで、

今まで私は認識していなかったバス路線があるのをわかりましたので、

それを早速利用させていただきました。２００円で帰宅できましたの

で、この場を借りてお礼を申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。新庄の下がったのも見てきたのです

か。 

 資料１の４ページに協働の図式があって、現状とあるわけです。くく

りとして、市民と札幌市と事業者、先ほど山本さんが、市民だっていろ

いろあるでしょうと、そういう御指摘されましたが、札幌市も、札幌市

として掲げてしまったら身動きがとれなくなるのです。それをもっとい

ろいろな形の、連合とか、ある意味では団体等も含めて考えていかなけ

ればだめではないだろうか、広い意味で自治体というのか、行政といい

ましょうか、そういう点で、今の御指摘は非常に重要でありますので、

三つに区別したら、わかりやすくて、非常に明確ですが、結果的には、

具体化するときに何もできなくなってしまうという、これをかみ砕くこ

との必要性、具体化するときには、札幌市という形だけはなくて、幅広

く、行政というのは何だろうという、行政は、市が直接的な行政もあり

ますし、協力して行政をやっていく場合もありますので、ぜひそういう

ことをお考えいただきたと思います。本当にどうもありがとうございま

した。 

 それでは、後藤さんお願いします。 

 

後藤委員  ： 私、考えてみましたら、ちょうど２年前にこの交通審議会に参加させて

いただきまして、私自身は、ちょうど５年前になりますけれども、５年

前は郊外に住んでおりましたので、よくバスを利用しておりました。バ
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スが足りない部分は、やむを得ず自家用車で動くというような生活をし

ておりましたので、バスに関するいろいろなさまざまな、便利さもあり

ますけれども、非常にいろいろ不満もたくさん持っておりました。 

 ５年前に夫婦とも高齢者の入り口に差しかかったということと、健康

上の理由とか、そういうようなことで、現在は都心に住んでおりますの

で、ありがたいことにこの会場にも歩いて来られるようになりました。 

 それで、かつて３０年以上バスを利用した生活をしておりましたとき

の漠然とした自分の考えとしましては、札幌市はすべて都心に向かうと

いうようなシステムでした。ですから、バスを利用しますと、例えば何

時までにどこどこに行かなければならないのに、地下鉄の方は計算でき

るのですが、特に冬のバスに乗りますと全く計算できないのです。それ

で、非常に不便とか、それから、横に行くのに、北区におりましたけれ

ども、西区とか手稲区というのは地図的にはすごく近いのですが、バス

を利用すると、全く行けないとか、そういう不便を常日ごろから感じて

おりました。 

 札幌は、何となくまちの中に行かなければならないというふうに私自

身思っておりましたけれども、今回、特に第７回の審議会で、本当に私

自身びっくりしました。いろいろな社会情勢というか、世の中が変わっ

てきたのだなと、住んでいる生活の範囲が変わってきて、各拠点が、札

幌市の場合も都心集中型でなくて、拠点拠点で動いているということを

初めてというか、実態としてわかりまして、パーソントリップというの

ですか、いろいろと御苦労されてデータを出していただいたことが、初

めて私自身確認できました。 

 私の姉が、あいの里の方に住んでいるのですが、やはり高齢者です。

最近、そのことを聞きましたら、ほとんど都心には月に一、二度しか出

ない。やはりその範囲の中で動いているのですね。それで、都心に出る

ときはＪＲを利用する。そういうようなことを聞きまして、札幌市自体

が変わってきているということを実感いたしました。 

 そういうことになりまして、私は現在バスを利用していない市民なの

ですけれども、今回この審議会に参加することによって、知らないこと

をたくさんわかったといいますか、教えていただきましたということを

大変感謝いたしますけれども、これが一般のバス利用者である大勢の市

民の方にもっと知らせてほしいといいますか、そういうことをつくづく

感じます。 

 ですから、市民と札幌市と事業者の協働の枠組みづくり、その一番主

体者である市民の方に、やはり先ほど佐藤会長がおっしゃいましたよう

に、情報をできるだけわかりやすく伝えていただきたい。それが札幌市

の役目ではないかなと思います。 

 画一的な伝え方ではなくて、やはり本当に利用者の方に、札幌市の今

の状態はこうなのですよということを、具体的にわかっていただけるよ
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うな方法をぜひとっていただきたいなと、私自身が今回いろいろなこと

をわかった時点で、これをもっと多くの市民の方にぜひ伝えていただき

たいな。それが伝わることによって、ちょっと理想的な感じのバスネッ

トワークマスタープラン、そういうようなものももっと血の回る枠組み

になっていくのではないかなということを感じますので、ぜひこの取り

組みが成功するように、何か肉づけしていただきたいなというのが私の

実感でございます。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 この審議会は、出た委員には必ず発言させるというポリシーで来たも

のですから、本当に市民委員の方々は、この参加の前に一生懸命資料を

予習してこられまして、結構御面倒をおかけしたと思います。ですけれ

ども、ただいまのような発言をいただきましたら、ああよかったなと思

いますし、こういう勉強の機会をもっと広くつくってほしいというの

は、やはり自分だけがそういう情報をひとり占めするのでなくて、みん

なにも知ってもらいたいということの思いだと思います。 

 それで、パーソントリップの調査結果が、ある意味では、都市構造と

か、これからのまちのつくり方を見る上で重要であります。その新しい

調査がことし１０月にあります。ですから、個人情報云々はありますけ

れども、それはさておいて、パーソントリップ調査は本当に大事で、そ

の調査に関してはぜひ協力し、そのことがこのまちをよくする上で一番

根底になるのだということをぜひ御理解いただき、逆に行政もそのあた

りで、なぜパーソントリップ調査をするのかということで、市民の方々

への情報提供と、都市の構造変化がきちんと把握できないと、やはり２

０年後のまちづくり、生活がやっぱりちぐはぐになるということに、謹

んでお願いしたいと思います。１０月、よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、黒宮さんお願いします。 

 

黒宮委員  ： 今までは高校生の立場で物を申していたのですが、今日だけは一般市民

としてお話申し上げたいと思います。 

 実は私は、そこにいらっしゃる飯田先生と同じ地区に住んでおりまし

て、清田区というのも大変交通アクセスの悪いところでございます。そ

んなところで、まちづくりセンターとして、これからやっていかなけれ

ばならない中心に飯田先生がおられて、一生懸命やられておられました

けれども、今までの審議会の中で、これほどのものになってきたという

ことは、大変私としてはよかったことではないかと、すばらしいものが

でき上がったというぐあいに思います。 

 ただ、今後のことについて、いろいろ問題点も多々あるように思われ

ます。これは、補助金という制度の中で、どのぐらい金額が使われてい

くのかということもこれからの課題ではないでしょうか。 
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 それから、ちょっと苦言を言われていただくと、今までの札幌市の交

通局、特にバス路線、どうしても赤字になって、どうしようもなくなっ

て投げ捨てたというところが非常に遺憾であります。行政としては、本

当のマイナス点ですね。そういうようなことで、これを民営化して、事

業に割り振りというのは、相当責任を持ってこれを絞って行かなければ

ならない。 

 だから、ここにある協働の三者の枠組みの中で、札幌市なんていう名

前はとんでもない話で、これは、札幌市といったら、市民が全部悪いこ

とになるのです。そういうことではいけない。もう少し改めた気持ちで

やっていただきたい。 

 それと、行政官は、やはり皆さんの集めた税金の中からいただいてい

るお給料でございます。そういったことも重く受けとめて、これからの

方向を見定めて、大いに勉強していただきたいというぐあいに思いま

す。 

 それが私の最後の言葉です。ありがとうございました。 

 

佐藤会長  ： さすが先生です。厳しい御指摘でございます。 

 それでは、神田さんお願いします。 

 

神田委員  ： 本当にこの資料を、ここまでおまとめいただきまして、行政当局、それ

から、御専門の先生方に敬意を表したいと思います。 

 私たち障害者の問題につきましては、札幌市長直属のサポーター会議

というのがございます。そこにはいろいろな問題が提起されます。そし

て、札幌市の関係部局に全部振っていきます。そんなことで毎月１回ず

つ懇談会を持ちまして、サポーターがまとめて１年に一遍、二遍、提言

書をまとめていきますけれども、随時各部局に持っていってもらいま

す。 

 その中で、きのうもサポーターの仲間たちから、バスの問題について

何か話は出ていないかということで、意見をまとめて私は毎回こういう

格好で出ております。それで、今までの委員会の中で、本当に皆さん

方、秋江さん、それから松本さんの関係でマップができました。それを

私たちもいただいておりまして、障害の仲間から、会場に行くにどう

やっていけばいいのだと、一々交通局にお尋ねしなくても、それによっ

て、こうですよと、バスに乗って地下鉄に乗ってということで説明をす

る、本当にいいものができたと思います。交通局の皆さんのお手添え以

外でやれたと思います。 

 私は、利用環境改善というのが一番ということで、路線そのものもそ

うですけれども、やっぱり私たちはハードの面、ソフトの面で考えてお

りますから、交通バリア法ができましてから、車いすの仲間も、視覚障

害者の仲間も、１人で乗車できる、乗客の皆さん方のお手伝いを得なが
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ら乗降できると。本当にこういうことがうれしく、札幌にも定着されて

きているなということをうれしく思います。 

 具体的に申し上げますと、手稲区が、ＪＲ手稲駅を集中として、区内

を回るバスができました。これが一番仲間たちにも喜ばれています。と

いうことは、地下鉄が、おかげさまでエレベーター整備が、４９駅のと

ころ、あと２、３駅くらいになりました。ですから、乗り継ぎで会場ま

で行ける体制ができました。 

 だんだんだんだん障害が重くなると、引きこもりがちですけれども、

私は、外に出なさい、そして人と会いなさい、人の話を聞きなさい、こ

ういうことを日ごろ言っているものですから、随分状況が変わってきま

した。本当にそれも交通バリア法の制定と、今年また、新ハートビル

法、建物の関係と、それから交通法をあわせたもので新交通バリア法が

できますから、それによって行きます。そういうことで、手稲地区はそ

うです。 

 それから、白石区につきましては、もちろん白石から都心まで走るバ

スがあるのですけれども、たまたまこれから、皆さん方も御存じのよう

に、障害者、高齢者については、健康予防という、まちづくりの一環と

して、また、介護保険法の一部となる、川下に公園、あるいは体育施設

があるのですけれども、ここで停車してくれるバスが路線として少な

い。何とか増やしてもらいたいなということもあります。 

 それから、中央区の北、西の方から、あそこは足がありません。地下

鉄で出るにしても、わざわざ中心部まで出て、それから西の方に出てく

る。調べてみますと、北から西にバスで来れる１本道も１本路線もござ

いましたし、そういうことがだんだんだんだんわかってきました。 

 また、宮の沢駅ができたために、琴似営業所が終点だったものが、随

分西区の中のまちが、足が変わりましたよね、これもやっと定着したよ

うな感がございます。 

 いずれにせよ、私たちは協働の中でいけば、私たち団体を中心とした

もので仲間入りをしながら、事例として、あるいはその都度その都度お

願いを申し上げたりしていきたいと思います。 

 終わりました。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 そういう形で着実に改善されていくこと、そのようなことをおっ

しゃっていただいたら行政の方々も、いつも文句ばかり言われる中で、

こういう仕事をしてよかったなと思うだろうと思います。いいことは大

いに褒めてあげるべきだと思います。 

 そういう点で、最後、秋江さん、本当に評価は大変だったですね。  

 

秋江委員  ： バスマップをお役立ていただいてるというお話が出まして、私どもとし
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ても大変光栄に思っております。 

 協働の事例ということで、こちらにも出させていただいて、それも含

めて大変光栄なわけですが、言ってみれば私どもの問題意識をもとにし

て、いろいろな周囲の人たちの意見を踏まえながら肉づけしてできたも

のでございますので、利用した中で、もっとこういう情報があったらい

いとか、こういう情報の仕方をしたらいいというふうな意見がございま

したら、ぜひお寄せいただきたいなということをまず申し上げさせてい

ただきます。 

 今回の資料で、まず、協働という言葉が、こういう公的な審議会の答

申として、こういう言葉が使われるというのは、まず、私の記憶の中で

はないことで、それ自体がすごく大変な前進なのかなというふうに思っ

ています。 

 協働という言葉は、もともとはといいますか、それまでは、共に同じ

と書いて、私のイメージとしては、同じ立場の人間が一緒になって物を

やる、例えば交通のことで言うのだったら、バス利用者が複数いて、こ

こは不便だから一緒になって市に要求しようとかという、そういうふう

な概念だったかなというふうに思いますが、今回、協働という、この字

を充てて、協働という言葉を使うというのは、いわば行政と市民と事業

者さんと、それぞれ違う立場の主体が、それぞれの立場を尊重して、そ

れぞれができることを持ち寄って、どうやって一つの目標に向かって取

り組んでいくかということで、飯田先生の方からも、ないものを答申の

中に載せるというのは大変難しいというお話がありましたけれども、こ

の協働という概念自体が、言ってみれば、私の記憶ではごく最近になっ

てこういう字が充てられるようになって、頻繁に見かけるようになった

という意味では、すごく新しい概念だと思います。ですから、成功事例

もあるでしょうけれども、これから先、失敗事例も数多く出てくると思

います。それも含めて、成果というものを検証しつつ、三者がともに成

長していけるような、そういう取り組みがこれから求められていくかな

と思います。 

 そういうことで、意見でした。 

 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 １２時が予定時間でありますが、もうちょっと時間ください。今日が

実質の審議の最後になると思いますので、最終回に行政の方から、参与

からいろいろ言われたら後が大変であります。今のうちに、このあたり

は注意してとか、これは書き過ぎだとかという、そういう御指摘等がご

ざいましたらお話いただきたいと思います。 

 まず、古屋さんの方からお願いします。 

 

古屋課長  ： 運輸局の古屋と申します。私は、今回の異動で旅客第一課というところ
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に来ておりますけれども、実は５月に開かれました専門部会、まさに協

働の関係で、初めてこの場に参加させていただきました。 

 今回、資料の３というＡ３のものに、これまでの審議内容の整理です

とか、わかりやすく記載されておりますけれども、流れも含めまして非

常によく整理されているのではないかと思って感心しております。 

 それと、今日のテーマの一つであります協働の関係についても、札幌

市におきまして、例えば都市交通のあり方は、当然年々変わってきてい

ると思いますし、地域における特性ですとか、それからニーズなども当

然いろいろ変わってきているはずなので、そういったものに応じたバス

ネットワーク、こういったものをつくっていくからには、やはり協働の

ような取り組みが非常に重要なものだと思っております。 

 ただ、先ほどどちらかの委員もおっしゃっていましたけれども、なか

なか協働の実現、中長期的な取り組みということでつくられております

けれども、やはり大変な作業だろうなとは思っております。特に、市民

に対する啓発ですとか、そういったことも含めて、なかなか時間も、本

当の意味の実現をさせるには、結構時間がかかるものかと思っておりま

す。 

 それと、札幌市内に現在の民間のバス事業者さんが複数おりますけれ

ども、具体的にどこの地域の、どの部分ということではないのですけれ

ども、特に、一つのまちにバス事業者が複数ありますと、皆様方もおわ

かりかと思うのですけれども、結構エリア論といいますか、こういった

ものがございまして、例えばＡ社は、うちの会社はこの辺を走っている

からＢ社はこっちに入ってきてほしくないとか、結構そういったことも

中にはあるのです。ですけれども、ある意味、今後については、もっと

よりよい、きめ細やかなバスサービスを市民の皆さんに提供していくと

いうためには、ある部分では、どこか一定の範囲で、協調しながらやら

なければいけない部分も当然あるだろうと思うのです。もちろんバス事

業者さんは当然一企業でございますから、自分のところの収益性とか、

それが損なわれては困るというのは間違いなくあるのですけれども、

やっぱり譲ったり譲られたりしながら、どこかで協調しながら、どこか

の路線が引っかかる部分も、協調しながらやっていくようなこともやっ

ていかないと、真に市民負担の公開サービスの向上のためにはならない

のではないかと思っておりまして、その辺については、こちらは国の立

場でございますから、機会があるごとに事業者さんに対しては、そうい

う意識啓発、こういったものを図っていきたいと思っています。 

 そういったことによって、いろいろバス利用の減少要因分析というの

も過去なされておりますけれども、そこにはもちろん入っておりません

けれども、例えばお互いにエリアだとか、おれらのところに入ってきて

は困るといったような部分があって、どこか途中でお客さんが降りなけ

ればいけないという部分があった場合は、あっちの方まで行かなければ
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いけないのだけれども、こんなところでは降りては時間がかかると、そ

れでは、そんなバスは使わない方がいいというようなこともあるかもし

れませんので、そういったものも一つの利用者減少につながっていく部

分もあろうかなと思うのですね。それについては、先ほど申しましたよ

うに、なるべく事業者の意識を変えていくといいますか、そういった啓

発を行っていきたいなと思っております。 

 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。 

 バス事業者間でも協働の重要性はあるのだという御指摘は非常に大事

なことでありまして、それぞれの主体間は当然ながら、同じ主体の中で

も協働すべきことという、そういう視点で今御指摘いただきました。ど

うもありがとうございます。 

 瀬戸さんお願いします。 

 

瀬戸課長  ： 私もこの前の部会から参加させていただいておりますけれども、私ども

行政の立場から、協働という概念について考えると、行政サービスの

シェアリングなのですね、今回、札幌市さんがこういう形で、これまで

の市営交通を民営化して、そしてさらに、これまで民間事業者が行って

いた事業も含めて、民間のバス事業を、今後協働という形の中で考えて

いこうというのは、非常にある意味では思い切った協働の概念を広げ

て、非常にこれからの行政のやり方を考えさせられるという面では、非

常に意義の深いものだと思っています。 

 ただ、基本的に行政サービスを、先ほど言いましたようにシェアリン

グだということで、つまりサービスの主体という形で、市民もそれを

担っていくという、そういうことにつなげていくということが必要なの

ではないかと思うのです。ですから、今後の進め方の中でも書いており

ますけれども、やはりこれから重要になるのは、いかに市民に意識を高

めてもらうか、そして、そういう協働の場をつくって、より多くの主体

となり得るような、本当に真剣に取り組んでいただくような市民の参加

をいただくかということが、これが非常に重要ではないかというふうに

思うのです。 

 そして、そういう中で、今後は、単にバス事業に対して意見を言って

いくだけではなくて、最終的にはみずからもバス事業を行うみたいな、

つまり、行政サービスというものをみずからが担っていくような、そう

いうことに近づけていく必要があるのではないかという、そういう中

で、単にバス事業だけではなくて、もっと広く含めた交通機関、そし

て、自分たちの足がいかにそれとつながっていくかということを広い観

点で総合的に考えていくと、そういうことに高めていくということが必

要であると思いますし、そういうことを期待したいと思います。 

 以上でございます。 
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佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 これまた非常に重要な御指摘をいただきました。やはり協働というこ

とが行政のシェアであると同時に、市民へのシェアリングにもなると思

います。ただ、こういう審議会が、そのあたりについて、お互いが言葉

の重さとか、例えば大事さを理解し得たこと、そして、そういう場が約

２年かかってでき上がったということは、これはうれしいことでありま

して、やっぱり８回も話し合って、お互いがわかり合ってくるというよ

うなことかもしれません。 

 そういうことで、今日のまとめといたしまして、資料３のそれぞれの

審議内容の整理を最後に、今日の第８回審議会に協働実現に向けた取り

組みを、最後、ピースをはめ込みまして、最終答申案をつくっていきた

いと思う次第であります。最終答申案をつくることについて御賛同いた

だけますでしょうか。ありがとうございます。 

 それで、その起草委員でありますが、第一次答申と同じように、専門

部会の委員であります澤田先生、高野先生、飯田先生、小篠先生にお願

いをしたいと思います。 

 そしてなお、委員長には、澤田先生に就任いただきまして、大所高所

から、今の今日の議論をもよく踏まえていただきまして、御指導いただ

ければと思う次第でありますが、起草委員の就任を、皆さん方御承認い

ただけますでしょうか。 

 それでは、澤田先生、高野先生、小篠先生、飯田先生、よろしくお願

いいたします。 

 以上でもって、第８回を終わりますが、最後に一言私の方から。 

 起草、答申書が出たら、そこに、ぜひこの審議会の委員メンバーの集

合写真を撮ってほしい。そして、そこに入れてほしいというのが希望で

ありまして、何回かいろいろなところで、私もこういう審議会とかに出

ているのですが、何となく名前だけで終わってしまうのです。そこに顔

写真があるかないかで、答申書をみんなに配る気になるかならないかに

も関係しますし、それぞれの委員に１０冊の答申書を渡したら、私こう

いうことをやったのだのだと、写真、後ろにあって、あんたどこにいる

のかとか、ということというのは意外と大事かなという気がします。ぜ

ひ審議委員の皆さんの集合写真を最後に撮るような形で終わりたいなと

いうのが私の要望であります。 

 以上、本当に時間超過して申しわけありませんが、非常に中身の濃い

御発言いただきました。本当にありがとうございました。そういうこと

を踏まえまして、ぜひ起草委員会の方々にも、今後の札幌のバス交通の

あり方に関して、大いなる指針たるものをおつくりいただければと思い

ます。 

 以上をもちまして、審議は終了いたします。また議事を事務局にお返
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しいたします。 

 

６．閉  会 

 

事務局紙谷 ： 本日は、まことに長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございま

した。 

 最後の第９回の審議会でございますけれども、起草委員会の開催を受

けた上での開催となりますが、皆様の任期が７月３１日というふうに

なってございます関係上、７月中ごろから２０日ぐらいの間ごろを目指

して開催させていただきたいと思います。日程については、また皆様に

御案内をいたしますので、近くなりましたらよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、まことにありがとうございました。 

 

 

審議会終了 

 


